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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本

部及び契約本部組織規則（昭和 29 年総理府令第 39）第 12 条第３号の規定に

基づき、防衛大学校における自衛官訓練に関して必要な事項を定めることを

目的とする。 



 （用語の意義） 

第２条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとお

りとする。 

（１）「自衛官」とは、防衛大学校に勤務する自衛官をいい、研究科の学生は

含まない。 

（２）「共通訓練」とは、陸上・海上・航空の各自衛官区分にかかわらず、す

べての自衛官を対象とする訓練をいう。 

（３）「専門訓練」とは、陸上・海上・航空の各自衛官区分にしたがい実施す

る訓練をいう。 

（訓練の目的） 

第３条 防衛大学校における自衛官訓練においては、自衛隊の使命に基づき、

自衛官本来の任務遂行に必要な能力の維特向上を図るとともに、防衛大学校

勤務自衛官として必要な知識技能を錬成することを目的とする。 

 （訓練の方針） 

第４条 自衛官本来の任務遂行に必要な能力の維持については、各自衛隊の教

育と連係して、学生教育に支障を与えない範囲において、積極的にそれぞれ

の階級・特技等に応ずる個人としての既修能力の維持を図るとともに、特に

尉官及び曹等に対しては、更に基礎的技能の向上を図り、もつて部隊勤務と

の間に間隙を生ぜしめないよう着意する。 

２ 防衛大学校勤務自衛官として必要な知識，技能を錬成するに当たつては、

特に防衛大学校の使命を自覚させるとともに、教育指導能力の向上を図るも

のとする。 

   第２章 訓練に関する職責 

 （幹事） 

第５条 幹事は、自衛官訓練全般について学校長を補佐する。 



 （訓練部長） 

第６条 訓練部長は、自衛官訓練に関し学校長の命をうけ方針を指示し、これ

を指導監督する。 

 （訓練課長） 

第７条 訓練課長は、訓練部長の命をうけ自衛官訓練全般について企画すると

ともに、その実施を総括する。 

   第３章 自衛官訓練の区分 

 （区分） 

第８条 自衛官訓練を幹部訓練と曹士訓練に区分する。 

２ 幹部訓練・曹士訓練をそれぞれ共通訓練、陸上自衛官訓練、海上自衛官訓

練、航空自衛官訓練に細分する。 

 （幹部訓練） 

第９条 幹部訓練は、幹部に必要な徳操を養い、かつ、それぞれの職種・階級

に応ずる指揮法、教育法、統率その他必要な事項を訓練し、階級相当の識能

を維持向上させるとともに、防衛大学校教官としての指導能力の向上を図る。 

２ 幹部訓練の基準は、別紙のとおりとする。 

 （曹士訓練） 

第 10 条 曹士訓練は、曹士に必要な徳操を養い、かつ、それぞれの職種・階級・

特技に応ずる技能及び指揮法等を訓練し、階級相当の識能な維持向上すると

ともに、防衛大学校助教としての教育法、その他事務処理能力の向上を図る。 

２ 曹士訓練の基準は、別紙のとおりとする。 

   第４章 訓練の計画及び実施 

（年度訓練実施計画）                         

第 11 条 訓練部長は、訓練基準表及び陸・海・空各自衛隊の教育訓練計画に



準拠し、学校長の承認を得て、当該年度における自衛官訓練の細部を示すも

のとする。 

 （年度訓練実施計画作成上着意すべき事項） 

第 12 条 年度訓練実施計画作成に当たつては、特に次の点に着意するものとす

る。 

（１）陸・海・空各自衛隊の教育訓練計画と連係してその機会を活用するとと

もに、部隊の実習、見学等によつて部隊の実情を把握させ自衛隊官として

の自覚を深めさせる。 

（２）防衛大学校の組織及び教育の環境を積極的に活用して徳操の育成を図り、

また陸・海・空各自衛隊相互の理解を深めさせる。 

（３）学校行事との調整により、学生教育に支障をきたさないよう配慮すると

ともに、努めて学生教育の場を直接利用して教育指導能力の向上を図る。 

（４）階級及び素養に応ずる教育対象の区分を適切にし、訓練を効果的に実施

する。 

（訓練実施細部計画） 

第 13 条 訓練を担当する教官は、必要に応じ更に細部の実施計画を作成するも

のとする。 

 （訓練の実施上の着意すべき事項） 

第 14 条 訓練の実施に当たつては、諸準備を周倒にし、かつ、各人の既修素養

を活用して啓発的に訓練を実施するとともに、安全管理に留意し不測の危害

発生の防止に努めるものとする。 

   第５章 報告 

 （成果報告） 

第 15 条 訓練を担当した教官は、訓練終了後 10 日以内に訓練実施成果報告を

訓練部長（気付先：訓練課長）に提出するものとする。              



２ 訓練部長は、前項の成果報告をまとめ分析検討を加え、主要な訓練につい

ては、その都度結果を学校長に報告するものとする。 

 また、次年度当初までに年度の訓練成果を学校長に報告するものとする。 

  

訓練基準表 

 

  



 

自衛官訓練要綱設定の主旨 

１ 防大の自衛官訓練に関しては、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、

技術研究本部及び契約本部組織規則（昭和 29 年総理府令第 39 号）第 12 条訓

練課の第 3 号に「自衛官訓練に関すること。」とのみ示され、訓練課の所掌

業務であることのみは明確であるが、その目的、実施要領等なんら準拠すべ

き規定がなく、したがつて従来、計画担当者、予算主務者等の解釈もまちま

ちで、各年度を通じて計画の一貫性がなく、予算措置の面でも毎年問題が生

じていたので、この際 10 年間の実績にかんがみまた防衛大学校勤務の特殊性



を勘案して、防衛大学校自衛官訓練についての考え方を確立し、訓練の一貫

性と効率化を図る必要がある。 

２ 本要綱の要点 

(１) 教育のねらい 

  防大の固有の職務を完全に遂行する一方、自衛官としての本来の任務遂行

の能力を向上まで企画することは若干無理があるので、一般的には既修能力

の維持を主眼とするのが至当であろう。 

  ただし、尉官及び曹士については最も伸びる時期に相当し、又既修能力上、

自学研さんが困難な面も多く、本校勤務間の空白の影響は将来の部隊勤務を

大きく左右するので（過去においても悪例が多い。）彼等については既修事

項の維持を図るのみならず基礎的な事項について（例えば、陸の戦術能力等）

在校間更に能力の増進を図り、他日部隊勤務をした場合、間隙を生じないよ

うに配慮する必要がある。 

  したがって教育の主対象は尉官以下にある点を明確にした。 

(２) 10 年間の実績にかんがみ従来の自衛官訓練を整理統合し、筋のとおった

ものとするとともに、実効が上るように考慮した。 

(３) 固有の職務に基づく所謂職場教育は自衛官訓練の対象には入れず別に各

部課、教室で計画するが、自衛官訓練とも関係が深くかつ、予算を伴うも

のは、とりあげている。 

(４) 入校準備教育（CGS 等）は、その性格上規程として表面に出せないので別

に計画することとした。 

 


